
�愛媛県告示第２１４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人辻井循環器科内科 温泉郡重信町田窪２０３０番地 通所介護はあと 温泉郡重信町田窪２０３０番地 平成１５年１０月１０日

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスン今治天保
山ケアセンター

今治市天保山町三丁目１番
３今治ポートビル 平成１５年９月１７日

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスンいよ西条
ケアセンター

西条市飯岡３７５９番地１リシ
ョービル 平成１５年９月１９日

株式会社クリーンテック 西条市ひうち１８－９ デイサービスセンタークリ
ーンテック

伊予三島市中之庄町６２１－
１ 平成１５年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称
所 在 地

旧 新

社会福祉法人双海夕な
ぎ会

伊予郡双海町大字上灘
甲５２６９－１

指定訪問入浴介護事業
所双海夕なぎ荘

伊予郡双海町大字上灘
甲５２６９－１

伊予郡双海町大字串甲
３６７０－１６ 平成１５年４月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１５１１号 平成１５年１１月２１日
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�愛媛県告示第２１４８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

新居浜市大生院字横井東２０８０、字戸屋鼻２０８１、２０８４の

３、２０８５の２、２０８８の２、２０９１、２０９８、２１１０の１、２１１０

の２、２１１２、字貴船の下２０８９、２０９０、字貴船谷２１００、字

別レヌ２１０１、字東谷ノ西２１０３、字東谷ノ東２１０４、字小家

成キシノ尾崎上２１０５の２、２１０５の３、字戸屋鼻別レヌ２１

１１

�愛媛県告示第２１４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地が次のように変更された。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称及び所在地が次のように変更された。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事

務所の所在地が次のように変更された。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

旧 新 名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁
目８番５号

東京都港区六本木六丁
目１０番１号

株式会社コムスン宇
和島ケアセンター

宇和島市佐伯町２－
３－２１ 平成１５年８月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日名 称 所 在 地

旧 新 旧 新

株式会社トーカイ 香川県高松市鶴市町２０
２５番地３

株式会社トーカ
イ福祉用具貸与
今治出張所

株式会社トーカ
イ今治出張所

今治市桜井二丁
目甲１５８２－１

今治市東村南二
丁目２－１３ 平成１５年７月２８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 居宅介護支援事業を行う事業所
変 更 年 月 日

旧 新 名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁
目８番５号

東京都港区六本木六丁
目１０番１号

株式会社コムスン宇
和島ケアセンター

宇和島市佐伯町２－
３－２１ 平成１５年８月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

越 智 敏 夫 越智郡上浦町井口５８３６－１ 越智歯科医院 越智郡上浦町井口５８３６－１ 平成１５年４月１日
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� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字戸屋鼻２０８１、２０８４の３、２０８５の２、２０８８の２、

２０９１、字貴船の下２０８９、２０９０、字貴船谷２１００、字別

レヌ２１０１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西条市藤之石字中畝甲１４から甲１９まで、甲２０の１、甲

２１、甲２２の２、字�龍瀧甲２２の１、千町字中畝６号１４２
、６号１４３、６号１４４の１、６号１４４の２、６号１４５、

６号１４８、６号１４９の２、６号１４９の３、６号１５０の１

から６号１５０の３まで、６号１５３、６号１５４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

千町字中畝６号１４２、６号１４３、６号１４４の１、

６号１４４の２、６号１４８、６号１４９の２、６号１４９

の３、６号１５０の１から６号１５０の３まで

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

西条市藤之石字西谷辛２１、辛２２の１、辛７８の１、字小

畝辛７５の１、辛７６の２、辛７７、字尾畝辛７０の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字小畝辛７７

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

西条市荒川字大町畑乙９４の２、乙９５の１、字下分２号

２６６

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大町畑乙９４の２・乙９５の１・字下分２号２６６（

以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

西宇和郡三瓶町大字津布理字中滝２４７３、２６５１、２６５９、

２６６１、字ワラヒ川２４７７の１、２４７７の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

西宇和郡三瓶町大字和泉字ヨコタ甲１６１の２、甲１６２

の１、甲１６３、甲１６４、甲１６５の１、甲１６７、甲１６９、

乙６１４、乙６２１の１、乙６２１の２、乙６２３の１、乙６２５

、乙６２９、乙６３０、乙６３２、乙６３３、乙６３５、乙６３６、

乙６４０の１、乙６４０の２、乙６４０の６から乙６４０の９ま

で、乙６４１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字ヨコタ甲１６２の１・甲１６５の１・甲１６７（以上

３筆について次の図に示す部分に限る。）、甲１６１

の２、甲１６４、乙６４０の２

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
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定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び三瓶町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２１４９号
小田町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・桑原地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・桑原地区）計画書の写し

� 小田町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１１月２５日から１２月２２日まで

３ 縦覧場所

小田町役場

�������
�愛媛県告示第２１５０号
松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・永田地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・永田地区）計画書の写し

� 松前町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１１月２５日から１２月２２日まで

３ 縦覧場所

松前町役場

�������
�愛媛県告示第２１５１号
保内町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・琴平地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・琴平地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１１月２５日から１２月２２日まで

３ 縦覧場所

保内町役場

�������
�愛媛県告示第２１５２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１５年１１月２１日から１２月４日まで

�������
�愛媛県告示第２１５３号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、今治地方局建設部及び弓削町役場において告示の日から起

算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

弓削港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町下弓削１１９番から同１２１番１を経て

同１２１番２に至る間の地先公有水面

� ２工区

越智郡弓削町明神６５２番から同町下弓削１０３０番２

に至る間の地先公有水面

� ３工区

越智郡弓削町明神６０番から同７３番を経て同６２番に

至る間の地先公有水面

イ 区域

� １工区

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線、８

点と９点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋

１．７１メートル）における公有水面と岳ノ下防波堤と
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の境界線並びに９点と１点を結ぶ平成１４年秋分の満

潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．７１メートル）における陸と公有

水面との接する線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

１点は、基点から真北６６度２４分２６秒１８５．３９メート

ルの地点

２点は、１点から真北２０５度３０分１６秒６．６９メート

ルの地点

３点は、２点から真北２９５度３８分５２秒７０．０９メー

トルの地点

４点は、３点から真北２０５度３８分５２秒１．１１メート

ルの地点

５点は、４点から真北２９５度３８分５２秒４．２０メート

ルの地点

６点は、５点から真北２５度３８分５２秒１．１１メートル

の地点

７点は、６点から真北２９５度３８分５２秒２７．９２メー

トルの地点

８点は、７点から真北２８７度３１分４５秒３．９２メート

ルの地点

９点は、８点から真北３１度１２分４６秒１０．８８メート

ルの地点

� ２工区

次の１０点から２０点までを順次直線で結んだ線並び

に２０点と１０点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ

．＋１．７１メートル）における陸と公有水面との接す

る線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

１０点は、基点から真北３３５度３２分１２秒２６２．４４メー

トルの地点

１１点は、１０点から真北３１５度３４分２４秒９．６６メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北３１７度４３分１８秒９．６６メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北３１９度５２分１３秒９．６６メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北３２２度０１分０７秒９．６６メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北３２４度１０分０２秒９．６６メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北３２６度１８分５６秒９．６６メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北３２８度２７分５１秒９．６６メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３３０度３６分４５秒９．６６メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３３１度４１分１２秒５１．９５メー

トルの地点

２０点は、１９点から真北３３０度５９分５９秒１２．００メー

トルの地点

� ３工区

次の２１点から３５点までを順次直線で結んだ線並び

に３５点と２１点を結ぶ平成１４年秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ

．＋１．７１メートル）における陸と公有水面との接す

る線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

２１点は、基点から真北３４８度２３分２９秒５９３．８３メー

トルの地点

２２点は、２１点から真北２４度２５分５４秒５．０９メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２１度０３分２９秒６．０４メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１７度３１分５１秒５．０４メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１４度０８分０４秒５．９９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１１度０９分３４秒７．０８メートル

の地点

２７点は、２６点から真北８度４４分２３秒１２．６６メート

ルの地点

２８点は、２７点から真北７度２０分５３秒１９．７１メート

ルの地点

２９点は、２８点から真北２７７度２０分５３秒１．０３メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北７度２０分５３秒０．５０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北９７度２０分５３秒０．４０メートル

の地点

３２点は、３１点から真北７度２０分５３秒２．００メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２７７度２０分５３秒０．４０メート

ルの地点

３４点は、３３点から真北７度２０分５３秒１．３５メートル

の地点

３５点は、３４点から真北８２度２８分４８秒１．４２メートル

の地点

ウ 面積

１工区 １，５０６．１９平方メートル

２工区 ８３９．４２平方メートル

３工区 ５１９．３９平方メートル

合 計 ２，８６５．００平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町下弓削１１８番１から同１２１番２に至

る間の地先公有水面及び陸域

� ２工区

越智郡弓削町明神６５２番から同町下弓削１０３０番２

に至る間の地先公有水面及び陸域

� ３工区
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越智郡弓削町明神５８番から同６５３番に至る間の地

先公有水面及び陸域

イ 区域

� １工区

次のＡ点からＫ点までを順次直線で結んだ線並び

にＫ点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ａ点は、基点から真北７２度３１分３９秒２０７．２１メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２０５度３０分１６秒５２．２６メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２９５度３０分１６秒１５２．５１メー

トルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３１度１２分４６秒５８．７２メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１３０度５９分１４秒１２．０３メー

トルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１０６度２６分５８秒６８．９２メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１１３度３４分１２秒６．４２メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１３４度４７分０１秒６．１６メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１６５度２６分２９秒６．５５メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北１７７度２１分１２秒７．１１メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１３８度５７分５１秒３．４８メート

ルの地点

� ２工区

次のＬ点からＲ点までを順次直線で結んだ線並び

にＲ点とＬ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ｌ点は、基点から真北３３６度０１分２７秒２６３．２４メー

トルの地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北２２５度５９分１８秒５８．４０メー

トルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北３３１度４１分１２秒１８５．９７メー

トルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北６１度４１分１２秒４３．８０メート

ルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北１５８度３７分１９秒１７．０２メー

トルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北１４４度５６分３８秒１３８．００メー

トルの地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北１４０度０４分０３秒７．５９メート

ルの地点

� ３工区

次のＳ点からＸ点までを順次直線で結んだ線並び

にＸ点とＳ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町下弓削１１９番地先の岳ノ下防

波堤先端に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０

秒、東経１３３度１２分０５秒の地点

Ｓ点は、基点から真北３４６度２０分４３秒６４３．３２メー

トルの地点

Ｔ点は、Ｓ点から真北０度００分００秒４５．８９メート

ルの地点

Ｕ点は、Ｔ点から真北９０度００分００秒４５．５６メート

ルの地点

Ｖ点は、Ｕ点から真北１７２度１２分２３秒７１．５９メー

トルの地点

Ｗ点は、Ｖ点から真北１９５度１２分３１秒４３．３８メー

トルの地点

Ｘ点は、Ｗ点から真北２７０度１５分４５秒２１．４３メー

トルの地点

ウ 面積

１工区 ８，６６１．４９平方メートル

２工区 ８，９４３．７４平方メートル

３工区 ４，８９８．１４平方メートル

合 計 ２２，５０３．３７平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約 １，７６０平方メートル

護岸用地 約 １，０８０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 出願年月日

平成１５年１１月１４日

�������
�愛媛県告示第２１５４号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する

同法第１２条第５項の規定に基づき、松山港港湾施設の概要を

次のとおり公示する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

荷さばき地
松山市大可賀三丁目５２
５番４地先

面積 ４，９２０．１５平方メートル

臨 港 道 路 同 上
延長 ４７．０メートル
幅員 ０．０～１０．０メートル
構造 無舗装

��������������
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�愛媛県告示第２１５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都

市計画公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規

定により、次のとおり公聴会を開催する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１５年１２月５日（金）午後２時から

２ 場所 松山市北持田町１３２番地

松山地方局６階第１会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

松山広域都市計画区域の区域区分の変更案について

� 案件の概要

別記のとおり

４ 公述の申出等

�愛媛県告示第２１５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚伊予小松停車場線
周桑郡小松町大字石鎚字黒河１番３から

同字４番２まで
平成１５年１１月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 日向谷高野子線
東宇和郡城川町大字高野子２９０番２から

同大字１１３９番２まで

旧 ２１．０～３０．５ ０．０４８

新 １０．０～２２．０ ０．０４８

〃 〃
東宇和郡城川町大字高野子１１４１番２から

同大字４２６１番６まで

旧 ２７．０～４５．０ ０．０２７

新 １１．０～４１．０ ０．０２７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 日向谷高野子線
東宇和郡城川町大字高野子２９０番２から

同大字４２６６番５まで
平成１５年１１月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚伊予小松停車場線
周桑郡小松町大字石鎚字黒河１番３から

同字４番２まで

旧 ４．０～１４．０ ０．１２５

新 ５．２～２８．０ ０．１２５
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� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市

計画区域内市町村の住民及び利害関係者に限る。）は、

意見の要旨及びその理由並びに住所氏名を記載した書面

を知事に提出すること。

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、開

催を中止する。

� 申出の期限

平成１５年１２月１日（月）まで

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）

別 記

松山広域都市計画区域は昭和４６年１２月２０日に、松山市、伊

予市、北条市、重信町、川内町、松前町及び砥部町の３市４

町を広域都市計画区域として指定し、この区域を市街化区域

と市街化調整区域に区分する都市計画（一般に線引きといわ

れています。）も昭和４６年１２月２０日に併せて決定し、昭和５５

年４月３０日に第１回の見直し、昭和６３年５月１７日に第２回の

見直し、平成１２年３月２１日に第３回の見直しを行い、現在に

至っている。

今回の見直しは、平成１７年を目標年次として定めたもので

あり、基礎調査に基づき、次のとおり見直しの県素案を作成

した。

� 都市計画法第２１条第１項の規定に基づき、次の各区域

内に存する市街化調整区域を市街化区域に変更する。

松山市 東垣生町の一部

�������
�愛媛県告示第２１６１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予三島市下柏町字高畔９９４番９

２ 申請人の住所氏名

川之江市上分町５５０番地１

毛利不動産有限会社

代表取締役 毛利 �夫
３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第２１６２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予三島市下柏町字花田３３番及び３４番１並びに下柏町字

松ノ上３６番３

２ 申請人の住所氏名

宇摩郡土居町大字北野８１番地４

有限会社加地不動産

代表取締役 加地 義和

３ 図面省略

�愛媛県告示第２１６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１６３号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第３０号

平成１５年１１月７日
伊予郡松前町大字南黒田字下屋敷６２９番

伊予市下吾川９４９番地の１
山田建工株式会社
代表取締役 山 田 保 美

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

松第
２６号

松山市千舟町８丁目１２８番地
１

えひめ中央農業協同組合 売りさばき所
北条市辻４１０番地
えひめ中央農業協同組合北条中央
支所

売りさばき所
北条市北条７３４番地２
えひめ中央農業協同組合北条中央
支所

平成１５年
１１月１０日
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第１６号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１５年１１月２１日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する

規則の一部を改正する規則

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１の�の表三瓶駐在所の項及び二木生駐在所の項を
次のように改める。

三瓶駐在所 西宇和郡三瓶町 西宇和郡三瓶町のうち大字津布理、

安土、有網代、朝立、和泉、鴫山、

垣生、二及、長早、周木

附 則

この規則は、平成１５年１２月１日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１１月１０日 ＮＰＯ法人 ほっとねっと 屋 宮 康 紀 松山市道後湯月町３番３号 この法人は、障害のある人の社会参加の促
進に関する実践活動を進めることで、広く
市民の障害のある人への理解を推進し、障
害のある人の福祉を向上、発展させること
を目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１１月１０日 特定非営利活動法人
ＮＰＯ国際協力活動協会 池 田 貴 彦 東宇和郡明浜町大字俵津３番耕

地３６７番地第１
この法人は、諸外国の経済発展と産業振興
の担い手となる青壮年外国人研修生、技能
実習生及び就労者の受け入れと送り出し、
産業上の技術・技能・知識の育成事業を行
うとともに、適正な人選規定と職場や地域
での諸問題の解決及び指導を行い、地域住
民との文化交流を図り、地域の活性化や国
際協力の活動に寄与することを目的とする
。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１１月１２日 特定非営利活動法人
水域生態系保全協会 大 森 浩 二 松山市紅葉町３番４７号 この法人は、不特定かつ多数の人々に対し

、大学の学生、教官や一般の協力による地
域水域環境に関する情報発信や啓発活動、
環境調査・研究及び環境保全に関わる事業
を行い、地域の環境改善に寄与することを
目的とする。また、これらの活動を通して
、まちづくりへの提案、大学への地域環境
データの還元、学生の社会教育と起業支援
、大学による発明品の実用化等の効果を波
及させることも目的としている。
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公安委員会訓令

�愛媛県公安委員会訓令第５号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１５年１１月２１日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員

会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表２の１の�の表に次のように加える。

インターネット

異性紹介事業を

利用して児童を

誘引する行為の

規制等に関する

法律（平成１５年

法律第８３号）

１ 第１０条の規定によるインターネッ

ト異性紹介事業者に対する是正命令

２ 第１１条の規定によるインターネッ

ト異性紹介事業者に対する報告徴収

附 則

この訓令は、平成１５年１２月１日から施行する。

平成１５年１１月２１日 印刷
平成１５年１１月２１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１１９４
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